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I はじめに

日本経済の高度成長が，重化学工業部門を中心とする

国際競争力の強化を達成していった1960年代は、同時に

農村における近世以来の部落的結合を最終的に解体する

過程であるとともに，資源と市場とを求めて日本企業の

アジア進出が，急速に展開する過程でもあった。 1960年

代にアジア研究を始めた私は，日本の農村調査を行なう

かたわら，南アジア諸国の村落を訪ね，いくつかの村で

生活する機会を得た。このような農村調査や村落生活の

体験を通じて，それぞれの農村社会にはその経済生活を

安定的に再生産して維持する，独自なメカニズムが存在

していることに気づいた。そのメカニズムを全体として

把握するための，政治経済学のパラダイムを新たに構成

し，新しい経済社会のあり方を考える手がかりにするこ

とが，私の課題となった。

調査村の経済構造を解明する作業を続けるかたわら，

尾晴彦朔および玉城哲の両氏からご教示を得て，この課

題に則した私の模索がたどりついた地点は，およそ次の

ようにまとめることができる（注1）。

(1) 蓄積概念を，前代もしくは前期の経済活動の結果

が，次代もしくは次期の経済活動の水準を高めることで

あるとみなすならば，過去の対象化された死んだ労働は，

労働手段の改良（「手の延長Jとしての）や労働対象の改

良（「大地の延長」としての〉ばかりでなく，労働主体の

改良（「労働力能の高度化Jとしての〉を通じても蓄積さ

オ1レる。
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(2) r労働力能の高度化」としての蓄積は，経験，カ

ン，熟練，技能，技芸などのように，労働主体の身体組

織に内面化する場合もあれば，労働手段や労働対象の改

良と合体する技術という形をとることもある。また，個

体内部で完結することなく，プランテーションやマニフ

アクチァーのような労働組織に統合される形の蓄積や，

共同体的な生産活動への統合としての蓄積もある。

(3）南アジアの村落では，対象化された労働の蓄積が，

共間体生活に融合した生産活動の分業体制という形態を

とる傾きをもち，さらに共同体外の経済活動とも非市場

的な結合様式を発展させている。

(4) 産業革命以降，主として労働手段の改良と合体し

た生産技術が自立し，労働主体の身体組織や共同体生活

に内面化した蓄積を解体し，外的合目的性に規定された

生産をになう企業活動となって，資源の枯渇や環境汚染

をもたらし，人間生活と鋭く対立するに至っている。

(5) 市場メカニズムや集権的計画経済のもとでの企業

活動がひき起こしている生活の圧迫を解消し，生産が生

活によってコントロールされうるような，新しい経済社

会の骨格を司南アジアの村落生活の様式からデザインす

れば，①自治の単位としての地域社会（コミュニティ〉，

②複数のコミュニティの住民によって設立され，自主的

に運営される生産単位としての企業（協同組合的生産様

式），③非日常的な文化活動の場である結社（アソシエー

ション〕，という三つのレベルの活動の場によって構成さ

れる。

(6) 消費主｛ドでもあるコミュニティと生産主体である

企業との問で，対等な立場で交渉が行なわれ，非市場的

な協約が結ばれ，その協約の実施を安定かつ円滑にする

ための保険・信用制度を発達させることによって，市場

機構は局部化されるが，近代技術によって獲得された生

産力は維持される。

(7）地域社会における人間生活とアソシエーションに

おける文化活動との聞にはさまれた，企業による生産の

領域が徐々に縮小し，生産の外的合目的性が失われ，生
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活に融合する過程が進展する（過渡期社会）。

このような新しい経済社会像を，環境汚染と社会制度

とのかかわりに鋭い批半lj視角を提出している， G・ハー

ディン氏の「コモンズの悲劇」論に対霞させることを通

じて，経済学によって外部性と呼ばれている問題を内部

化する方法について考察し，いわゆる南北問題への新し

い掛丘をはかることが，この，］論の目的である。

（注 1) これらの点についての詳論は，次の編文を

参照。

（幻 拙稿「農村経済構造の研究について」（『アジア

経済.ll1970年11月号〉。

（幼 拙稿「労働の蓄積形態と共肉体内分業←一階ア

ジアの村落調査から一一J（『国家論研究』第5的。

。） 拙稿「技術の方向転換と新しい経済社会一一一南

アジアの村落生活に学ぶ一一一」（『技術と経済』 1974年

4月号〕。

II 「コモンズの悲劇」について

ギャレット・ハーディン氏は，生物学者であるととも

に，すぐれた生物学教育者として名声があり，その異色

ある教科書は日本語にも翻訳されている。 1960年代から

社会問題について積極的な発言を行なうようになり，と

くに人口増加がひき起こす人類社会の危機を未然に防ご、

うとして，活発な啓蒙活動を行なっている。本稿で取り

上げる「コモンズの悲劇」は，ハーデ、イン氏が同名の論

文を『サイエンス』誌（1968年12月〉に執筆して以来，

生物学者ばかりでなく社会科学の研究者の問で，大きな

反響をよび起こした理論であり，環境の汚染と経済体制

との関連を考えるよで，有益な示唆を与えるものである。

ところで，本論に移る前に，同氏の主たる活動領域で

ある人口問題に関する所論をみておく必要がある。 「コ

モンズの悲劇Jがきわめてすぐれた理論モデルであるに

もかかわらず，同氏の人口問題に対するアプローチは，

偏狭な人種主義的傾向をもっているからである。

ノ、ーディン氏によれば，アメリカ人は「1年にわずか

1パーセントずつしかふえないが，世界の他の連中は；：

傍も早くふえてゆく。 2000年には，世界人口の24人のう

ち1人がアメリカ人であるが， 100年もたつと46人に I

人ということになってしまうであろう。もし，世界がひ

とつの巨大な共有地（コモンズ〕であって，食糧を等し

く分けるものとすると，われわれはほろびることになる

であろう。産児制限をしないで， 『1人に 1人前の食事

を』という攻策をとるならば，っし、には世界全体が悲惨
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なありさまとなるだろう。人頒を破滅させるような民放

を別にして，世界全体でなく，もっと小さな世界でやっ

ていくならば，なわばりにもとづU、た，権利の配分が守

られねばならなャ。文明と人間の尊厳とが，地球上のど

こででも伐るということは考えられない。けれども，ま

ったくなくなるよりも，どこかの場所に残るほうがまだ

ましである。幸運な少数民族は，無知の善意によって伶

かされている文明の管理者としての役を果たさねばなら

ない。』（円 l)

B・コモナー氏が指摘してU、るよろに，人口問題にた

ち向かう論理の背後に，このような野蛮な思想が宿って

いることは，環境汚染の問題を解決しようとする方訟を

もゆがめてしまう恐れがあり， 「コモンズの悲劇」の:flH

論から学ぶ際も，十分留意しなければならない点である。

私見では，人口問題を解決しようとする政策は，常に人

間の生命活動に対する暴力的な破壊を同伴するものであ

る。したがって，人口問題の解決は，特定の政府による

政策手段を通じて行なわれるべきではなく，人間の生活

様式を規定する外的な諸条件（人口以外の社会経済的な

諸条件）の変化の結果として，達成されるべきである。

そこで，つぎに環境汚染の問題と社会制度とのかかわり

を検討する過程で， 「コモンズの悲劇llJの理論を，その

背後にある新しいパーパリズムから明確に切断して取り

扱うことにしたい。

「コモンズの悲劇ilJにつャてはさまざまな形で論じら

れているが，ここではハーディン氏が 1971年6月に，

NHK市民大学で行なった講演の記録（注2）を中心にし

て，取り上げることにする。まず，同氏の視点、は，環境

汚染を経済体制のタイプ（この講演では「政治制度Jと

呼ばれている）との関係で考えよう，というところにあ

る。 「私は政治制度を新しい見方から論じてみたい。在

来の見方から論ずるのではなく，また，当該制度の善し

悪しを言うのではなくて，ただそれらが環境利用の仕ブJ

とかかわりがあるかぎりにおいて述べる。ここでの話の

中心点は，政治制度の種類と，環境利用におけるその英

知とはいかなる関係にあるかということである。J(i＼川

両者の関係を具体的に考えられるよう，一つのモデ、ル

として，牧草地利用の例が出される。この牧草地で牛を

飼い，食料としての牛肉を得ょうというわけである。牧

草地では，一定期間内に一定量の飼料（牧草〉しか生産

できない。このことは，牧草地が一定の「維持能力」を

もっ，というふうに表現される。そこで，ある牧草地が

午 100頭分の維持能力をもっと仮定して，形態の異なる



霧 1表環境利用と政治制度とのかかわり
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n ・ rn境紛『環債の科学』所収） 2紛ベージ。

いくつかの政治制度がこの牧草地の利用に，どのような

影響を及ぼすか，を考えようとするわけである。理解を

助けるために， 4種類の可能な政治制度と環境との関係

について，ハーディン氏は第1表のようにまとめてし、るa

ここで考察される問題は，牧草地の維持能力の限界で

利用したときどうなるか，つまり牧草地にさらにもうー

演の牛を追加して，この環境に余分の負担をかけたとき，

利得はどうなるか，という点でああ。全体と Lての利得

がマイナスになる場合には，牛l頭を追加することはそ

れだけ多すぎるということであって，牧草地は荒廃への

第一歩を踏み出すことになる。

ハーデ fンrtが，第 1の制度として上げているのは，

私企業であるc この制度では，牧草地を利用するのが倒

人であり，個人が牧草地から生産品を得ることになり，

各個人がめいめい自己の半をもち，これを牧草地に放牧

し，季節の終わりには牛を処分して生産物を手に入れる

のである。決定者自身の利得と牧草地全体としての手I］得

とは，符号が同じであって，その個人は固有の責任をお

びている，とみなされているのである。

これに対する第Eの制度が，社会主義である。この制

度では環境を利用するのが集団であり，手I］得の憎減もそ

のまま集団の収入に反映する。しかし，集団全体の決定

をゆだねられた管理者や官僚が，余分の牛を 1頭追加し

でも，彼自身のこうむる害は，非常に小さく事実上ゼロ

である。そこで，社会はもし管理者が惑い決定を下した

ときに，刑罰を課して外から責任を押しつけようとす

る。とうなると，決定を下した人は刑罰からのがれるた

めに，情報組織を支配し，楕報の流れを詰まらせようと

する。これが社会主義の特殊問題だというのである。

私企業と社会主義についで検討される制度は，その悲
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劇的結末ゆえに「コモンズの悲劇」と名づけられている。

この制度では，環境が集団によって利用され（共有地＝

コモンズ），牛は個人によって所有され，放牧されてい

るのである。ここでコモンズに負担をかけすぎた場合，

牛を増した持主はそれだけの利得を上げる一方，牧草地

の維持抱カを越えたことからくる損失は，全員にかぶさ

ってくる。この状況では，牛の飼主は l頭でも多くの畜

群を持とうとするし，その牧草地に牛を放牧している他

のすべての飼主にしても同じことである。第1表のω欄

と（4）欄との符号は逆になっていて，固有の責任というも

のが全くないばかりでなく，主たる関心が全体の利益を

マイナスにすることによって，自己の利益をプラスにし

ようと試みる点にあることを意味している。この制度の

行きつく先は，かけねなしの悲劇であって，コモンズは

荒廃し，全員が損害をこうむるのである。

この「コモンズの悲劇」を紹介しながら， H•E ・デ

イリー氏は次のように述べている。 「大気と水とはすべ

てのものに自由に使用される。その結果は競争と浪費と

による利己的使用一一生物学者のギャレット・ハーディ

ンが『コモンズ効果』と呼んだものであり，厚生経済学

者が『外部不経済』と呼んだものであり，そして私が『見

えざる足』と呼びたいと考えているもの一ーである。ア

ダム・スミスの『見えざる手』は，意図することなく，

私的で利己的な利害関心が共同の利益に奉仕するように

導くものである。 『見えざる足』は，私的で手I］己的な利

害関心が，共同の利益を蹴ちらすものである。競争市場

のもとでの私的所有と私的使用とは，見えざる手を生み

だし，公的所有が制約されることのない私的使用ととも

にあるとき，見えざる足を生みだすのである。公的所有

が使用の公的制約とともにあるとき，計画担当者のよく

見える手（と足〉とを生みだすのである。資源の枯渇は

部分的に見えざる手によって抑制されてきたが，その他

方で環境の汚染は見えざる足によって奨励されてきたの

である。J（注4)

ヂイリー氏の指摘する「見えざる足」の作用は，日本

のような経済社会で，公共部門の仕事にたずさわってい

る者の行為について，多くのことを考えさせる内容をも

っているが，本論の課題からはずれるため，これ以上言

及することをやめて，つぎの「コモンズの悲劇」に対す

る私の見解を記すことにする。

。主1) B ・コモナー著，安部・半谷訳『なにが環

境の危機を招いたか』講談社 1972年 323-324ベー

ジより引用。
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（注2) 宝月 ・ti良・岩城編『；境の科学』（NHK

市民大学議書25 1972年〉所収のハーディン教授の講

演記録（283-304ベージ〕。

（注 3) 附上＆ 285ベージ。なお「コモンズの悲

劇」の理論が，すでに宵典の地位：を獲得していること

は，環境問問に関する論議の中でひん1£んに紹介され，

有力な論拠を提供しているだけでなく， Ophuls教段

（エール大学〉のような政治学者の研究にまで取り入

れられていることからも明らかである。

（注4〕 Daly, H. E.，“Toward a Steady-State 

Economy，” W. H. Freeman & Co., 1973, pp. 17-

18. 

国 環境汚染と非市場的協約

コモンズと呼ばれる放牧地は， 200年も前のイングラ

ンドに存在していた共有地であり，現代ではほとんど消

滅してしまっているものである。ここで重要なのは．摩

史研究のt.t象として放牧地や入会地の共同利用の実態を

解明することではなく，現代社会における環i{t汚染の問

題に取り組むための理論的なモテ‘ルとしての「コモンズJ

である。そとで，環境利用と経済体制とのかかわりにつ

いて，ハーディン氏のアイディアをできるだけ生かしな

がら，より現実的な考察を可能にするように，修正を加

えたのが第2表である。

まず，環境の汚染が大気や水の汚染という形をとりが

ちな現代社会では，環境利用の主体が個人であるという

分野が非常に少ないので，むしろ環境の「維持能力Jに

責任をもっ主体としてとらえなおし，それを地域社会と

国家とに区分した。地域社会の規定は多様な側面をもつ

が，さしあたって，成員聞の日常的な交流が可能な規模

の自治単位としておく。つぎに「生産物の帰属Jは，

第2表 環境キIJ月jと経済体制jとのかかわり

運用の規員lj i運用の結果

潔掛lj用｜生産活動；システムに負｜閑｜情報！
I ・mをかけたと｜有 I 

の主体 ！の主体 lきの利益 ！の抑圧1

「 （ 一l • I~· t 一一｜寅｜カ自動

事 1::1時1~11;1~~1全体の｜訳者｜任｜悶｜制度の
例 Ina ¥!(I bJI包alli2_bll利低（3)j益＜4) I (5) I (6) i名前

I 1 0 ; ; 0 J -; -I + ¥ O ft?ff州 l

II O 0 ー I O i 0 ＋｜集権出ii1 
/ii!fJ経済

m 010[ 一｜十 一；co>I私企業

IVl.01 O' - 1 o ioio＇非市場酌
協約
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「生産活動の主体」と言いかえた方がより適切であり，

これも現代社会では，農業やその他の若干の産業を除く

と，主要な生産活動は，もっぱら集団によって営まれて

いるのが実際であるo 私企業が主たる生産の担い手であ

るというたてまえの資本主義社会でも，巨大な労働組織

をもっ大企業が支配していることは，否認するととので

きない現実であり（注1），個人企業の活動の場は狭くなる

一，方である。生産活動の：］：体を小集団と大集団とに区分

する基準は，絶対的なものではなく相対的であるo すな

わち，生産活動の主体からみて，その「維持能力」に責

イ壬をもっ主体に対して，大きャか小さいか，という相対

的な区分にすぎず，特定の歴史社会では小集団とみなさ

れるものも， J)IJの歴史社会では大集団になりうるのであ

る。

ハーディン氏のいう「私企業」は，工場のまわりに大

きな臓を張りめくらして，外界の環境から遮断された閉

鎖システムをなしている。その中で操業するため， Ji＆熱

や産業廃棄物をたれ流す「スルーフ。ツト経済」は許され

ず. -.つの「私企業」が，自立した生態系でなければな

らない。しかし，現実の私企業は，産業廃棄物を原材料

として再利用するような循環する回路をもたず，その大

半が外部経済としての環境に大きな負担をかけることに

よって，発展してきたものである。したがって，内容的

には「コモンズの悲劇」と呼ばれる制度にほぼ等しし、の

である。

それでは， 「私企業」にかわる第Iの経済体制は何か

ということになるが，工業化を達成したいわゆる先進国

の社会では見出すととが困難である。しレていえば，近

代の生産技術にもとづく産業社会に反発して， 「自然に

帰ろう」とするコミュニティ運動がめざしている経済体

制である。運動としては持続性や拡がりに欠け，散発的

かつ問欧的にわき起こる性格をもっているが，産業革命

以降の近代に対する反動として各地で絶えることなく歴

史に出没してヤる試みである。

このような経済体制による環境利用が支配的だった形

態としては，近世の村落共同体を思い浮かべることがで

きる。日本の近世自治村落では，貯水池地帯を除いて，

集落はおおむね水系単位に形成され，稲作を中心とする

農業が主要産業であった。環境利用が，村落もしくは村

落連合によって自治的に行なわれ，水管理を軸とする共

同体規制のもとで，人畜の排1世物その他の有機物を肥料

とする農業が営まれていた。村落や村落連合の自治では

制御しきれないような化学肥料，農薬，大馬力の農業機



械類は，当然のことながら全く使用されていなかったの

である。そして，営農が個別的に行なわれる場合でも，

共同的な作業と不可分であり，また共同体成員聞の相互

依存関係が村落生活のさまざまな場面に存在していたの

で， 「コモンズの悲劇」的な事態は発生しなかったので

ある。このような村落共同体は，工業国ではもはや姿を

消してしまったが，アジア・アフリカ諸国ではその経済

構造や共同体規制のあり方が異なっているものの，今日

もなお広く存在しているのである。

第Eの「社会主義」も，ソ連邦と中国との対立が，軍

事的な衝突をもひき起こしかねないほど非妥協的になっ

ていたり，第2次世界大戦後独立した多くの新興国が社

会主義を名乗っている現状では，あまり適切な表現であ

るとはし、えない。環境利用の主体と生産活動の主体がと

もに，近代的な国家を一つの単位としているとU、うほど

の意味なら，集権的計画経済と呼ぶ方が，さまざまな社

会主義から区別する上で有効である。この体制の最大の

難点は，ハーデ、イン氏が指摘するような情報抑圧の誘因

もさることながら，全国の生産活動を統指し，環境利用

の方法を規制する中央の計画当局と，個別的なあるいは

地方的な利害どが対立したときの処理の仕方であるo 国

家の規模が大きくなればなるほど，そして中央の計岡当

局の禦握する領域が多くなればなるほど，前者の圧倒的

な優位にたいして後者が十分な対抗力をもちえないから

である。

第皿の「コモンズの悲劇」は，すでに述べたように，

そっくり私企業体制に置きかえて考えるべきである。こ

の制度のもとで各企業は，環境の「維持能力」について

関心を払うことなく，利潤獲得競争に精励すればよいの

である。システムに負担をかける企業活動の社会的費用

は，潔境利用の主体である国家によって，租税と補助金

の体系でもって調整されることになっているからであ

る。しかし，このような調整は， K・W・カップおよび

E. J.ミシャン両氏の労作が教えるように（注2），理論

的にも実際的にも非常に困難である。私企業による経済

活動の外部性を，どのようにして内部化するかという問

題は，現代の経済学が直面している大きな試練の一つで

ある。

「情報抑圧の誘因」の欄が，（0）となっているのは，

市場メカニズムが理想的に機能している（パレート最適

性を満たす完全競争市場）かぎり，情報そのものを抑圧

する必然性はないが，情報流通自体が利潤追求の手段で

もあるという事情から，利潤の実現に寄与しないような
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種類の情報が排除されがちである，と解すべきであろう。

最後に，問題の第Nの制度であるが，この欄について

ノ、ーディン氏は次のように述べている。

「ここでは個々人が環境を利用するが，生産物は集団

のものになる。この欄をここに加えたのは，論理的に完

結させておきたかったからである。私の知る限り，この

ようなことは人生では，とりたてて問題にナるほどの大

きい規模では起っていないと思われるので，これは理論

的可能性を示すものにすぎなし、。」（注3)

これを筆者が修正した第2表に則してみると，初めに

述べたコミュニティ k，生産主体としての企業との聞の

非市場的な協約によって運営される，新たな経済体制と

いうことになる。大集団（2b）である企業は，複数の

コミュニティの住民によって設立され，経営される協同

組合的な生産主体であって，その活動は個々の自治体で

あるコミュニティ（消費主体でもある〉から自立してい

る。この点が，第Iの制度と著しく異なっている特徴で

あり，そのため近代の生産技術によって達成された生産

力水準〈規模の経済性を含む）の継承をも可能にするの

である。コミュヱティと企業との関係（企業と企業との

関係、も〉は，市場における商品交換に媒介されるのでも

なければ，計画当局による指令にも媒介されない，当事

者間の対等な直接交渉にもとづく協約である。

環境利用の主体は，コミュニティであるから，システ

ムに負担をかけたときの損失は，地域社会の住民がこう

むるのである。企業は複数のコミュニティ住民によって

設立され，経営されているので，システムに負担をかけ

ることによって利益を上げることができる一方，同時に

私企業体制のように「見えざる足Jで生活環境を蹴ちら

してしまうわけにはゆかないのである。企業の決定が，

環境の悪化という損失と企業の利益との双方によって拘

束されるというかぎりの意味で，決定権者の固有の責任

欄の符号は，正負のいずれでもない。情報抑圧の誘因は，

この制度のもとでは原理的に存在しない。また，私企業

体制のように市場における競争関係から，不必要な情報

を過剰に流す必要性も存在しないのである。

このような非市場的協約にもとづいて，主たる経済活

動が行なわれている社会は，いまだ出現していないが，

その粛芽形態であれば，現代の日本社会でも観察されう

るのである。都市の生活協同組合が，近郊農村の農協と

長期的な協約を結び，野菜や牛乳の産地直結の購買事業

を行なっている事例や，肥料業界と農協の連合体との問

で契約を結び，需給の計画化（この場合，集権的計画経
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済と異なり計雨主体は双方に対等に存在する〉をはかヮ

ている事例などが，非市場的協約のIDi芽形態であるとν、

えよう。

しかしながら，非市場的協約の萌芽形態の場合，外部

に存在する市場メカニズムのインパクトがあまりにも強

く，制度的な優位性を十分に発揮できないまま．試行錯

誤をくり返している例が多い。さらに，私企業体制でも

集権的計画経済のもとでも，生産主体の方は強固に組織

されているにもかかわらず，生活主体の方は核家族を単

位とする弱い消費主体にまで解体され，アトム化される

一方である。圧倒的な優位にある生産主体の支配下で

は，対等な非市場的協約関係、をうちたてるための生活cj:_

i本（環境利用の主体〉の対抗力が弱すぎるのである。 L

たがって，非市場的協約が支配的な経済体制になりうる

ような社会的な基盤は，いまだ形成されていないといわ

ざるをえなL、。

とはいえ，次の時代のきざしは見えはじめているので

ある。 「生産者主権」とでも呼ぶべきものが支配してい

た活発な設備投資の拡大と成長指向の強かった時代が一

巡して，高度成長の結果である環境の汚染が，人類の生

存を脅かすようになり， Lだいに生活者の方からの奪機

運動が高まりつつある。そして，生産が生活を規制する

のではなく，生日が生産を規制する－JJ向に転化すればす

るほど，非TH場的協がJにもとづく経済体制は．いっそう

現実性をも・＿）て，人びとに感受されるようになるであ人

う。非市場的協約が基幹的な産業部門をもまきこみ，コ

ミュニディ連合や企業迎合による相互｛t三千子山Jな信用制度

の発達に補完され＇ "j行場機構や集権的計画を無用化して

しまうかどうかは，地域住民運動‘消費者運動Jあるいは

労働者運動とU、う形をとる生活者の，自治を求め，生産

に支配介入しようとする運動が，どこまでtJij進Lうるか

にかかっているのである。

さしあたり．そのような運動の当事者として発百して

いるわけではない私としては，非市場的協約体制が，し、

わゆる外部性を解消する上で，そして蓄積格差によるヒ

エラルキー権造を解消する上で，どのような有効性を発

諒するかについて，理論的な考察を続けることにした

1,,、。

（注 1) ガルプレイス箸，都留長人監訳『新 1い時

業国家』（第二目。 河出書房新社 1972年を参照。

〔注2) K •W ・カップ著，篠原泰三訳『私的企業

と社会的資用』 宕波書店 1959年。

E. J・ミシャン著，都留主主人訳『成長の代価』
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出波書店 1971年。

〔注 3) 前掲講演記録 28ページ。

N 外部性の内部化

いうまでもなく外部性とは，市場における評価を経由

しないがゆえに外部性と呼ばれるのであって，もともと

市場の外部で，当事者同士が直接交i歩を行ない協約を締

結する経済体制におし、ては，あらゆる経済活動が外部性

を表示することになる。そこで，市場の普遍性をめざす

立場から外部性を内部化しようとする試みが，どのよう

な問題をはらんでいるかを述べ，つぎにその問題が非市

場的協約によってどのように処理されるかを吟味するこ

とにする。外部性には，~ましい外部効果（外部経済）

もあれば，社会に損失を与える外部効果（外部不経済）

もある。また，企業聞もしくは産業関に発生するものも

あれば，広く不特定の公衆に影響を及ぼすものもある。

このような一般的な問題は，専門的な著作（注1)にゆず

り，本稿では最も今日的な課題である，経済活動Jによる

環境汚染の結果としての公害問題に焦点をあわせて論じ

たいっ

特定の経済主体がその経済活動を続けることによっ

て，他者に樋失を与えたとき（外部不経済〕，その被害j総

額をなんらかの方法で集計したものが，社会的費用と呼

ばれてし、る。この社会的費用を「汚染者負担」の原則に

従って，加害脊に支払わせる方法が確立すれば，そび7か

ぎりで外部性が内部化されたことになるのである。しか

し，社会的費用の計測は，被害者と加害者では対立する

点が多いだけでなく，第三者的立場からもその計調！JI土割

論的にほとんど不可能である。その困難は，逆に社会的

便益〈外部経済効果）を計測する場合も同様である。公

共事業の立地や優先順位に関する便益・費用分析が，そ

の厳密な手法にもかかわらず，たいていの場合，政治的

な諸カの妥協点を追認することに終わりがちなのも， ti:

会的便益の計測困難性によるものである。

ある騒音公害訴訟の事例についてみると，被害の内容

は「難聴，頭痛，乳幼児への影響，流産，鼻出血，病気

療養の長期化，イライラ，恐怖心，睡眠・通話の妨害，

テレビの視聴障害，家庭団らんや教育活動の破壊Jであ

る。このような内容の被害を，費用として計測し金額で

表示する試みは，いかなる経済学の方法をもってしでも

「知のおごり」と言わざるをえないであろう。人間の生

命や健康上の損失が，社会的費用として計測され，内部

化することが許されるようになれば，水俣病やイタイイ



タイ病の伊jにも見られるように，一定額の檎償金を支払

うことによって，経済活動という名目による殺人や傷害

が公認される恐れさえあるといえる。第三者にはあずか

り知ることのできない人間的な苦痛を，財の損失として

計測し，市場の評価にゆだねようというのが，社会的費‘

用の内部化である。

運輸省が1968年度について，自動車1台汽りの年聞社

会的費用を計測した結果を， 7万722円と発表Lている

が，この計i'!IIJ例では人命がその年度の 1人当り GN Pで

もって算定されている。これに対して，自動車工業会が

反論を加え， 1971年度について限界的社会的費用は自動

車1台当り関22円である，という修正試算を出している

1/t2）。

両者の計測が10倍以上も離れているという事実自体

が，社会的費用なる概念の困難性を示しているのである。

人命や健康のように，ひとたび失えば原型に復すること

ができないものを．経済的に評価することは不均である

Eして宇沢弘文氏は，新しい社会的費用の内部化を提案

している池山。これはミシャン氏の「分離施設」の提案

とほぼ同巧のものであって（注4），次のとおりである。「紅白

会的費用の内部化は，結局，歩行，健康，住居などに関

する市民の某本的権利を侵害しないような構造をもっ道

路を建設L，自動車の通行は原則としてそのような道路

にだけ認める。そして，そのために必要な道路建設・維村

貨は適当な方法で向動車通行者に賦課することになる。」

この提案に員ljして道路網（延長2万キロメートル）を建

設すると．東京都内では自動車1台当りの投資額が1200

万円になる。名目利子壌を16%とみると，自動車1合計

りの年間賦課額は約200万円である。このような原則を

貫くことによってはじめて， 「自動車の社会的費用は内

部化され，福祉経済社会への転換が可能となり，わたし

たち人聞にとって住みやすい，安定的な社会が実現でき

るのではなヤだろうか。Jというのが宇沢氏の結論であ

る。しかしながら，中央分離帯のある総延長2万キロメ

ートルもの自動車専用道路を建設する余地が都内にある

かどうか，またかりに建設できたとして，そのような道

賂繍から排除される普通の市民にとって，住みやすい街

になったといえるかどうかは別にしても，次のような問

題が残る。

(1) 「その時の自動車保有台数はある意味で最適なも

のとなる」（注5）かもしれないが，公害にわずらわさ

れずに自動車を保有できる特権的な市民の階層をつ

くりだすことになる。
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(2) 自動車保有者のためだけに，有限の資源を大量に

使用することになる。

(3）排ガスや排熱による公害は，自動車保有の使宜を

奪われた低所得層の市民にも及んでくる。

これでは自動車公害の本質的な解決であるといえない

L. 「住みやすい，安定的な社会が実現できるJとも思

われないのである。もし宇沢氏の提案が不十分であると

いうのなら，自動車の社会的費用を完全に内部化するた

めには，排ガスや排熱を出さない無公害の安全自動車が

発明されるまで，自動車の走行を全面的に禁止するより

ほかないかもしれない。それは，同時に自動車という便

利な交通手段を人類が捨てる，という大きな犠牲をとも

なう決定である。

市場経済を前提にして，第三者的な立場からあれこれ

の政策手段で社会的費用の内部化を試みることの困難

が．自動車公害の検討によって明らかになったことと恩

フ。

それでは非市場的な協約関係のもとで，公害問題はど

のように解決されるか。ここには汚染源である加害者と

公害を蒙る被害者としか存在せず（同一人格が，加害者

でもあれば被害者でもある，という事態はしばしば発生

する），第三者である賢明な公共機関や計画当局は，何の

役割も演じないのである。経済活動の結果，公害を汁iす

企業があれば，その1Jo業の活動は被害者の住む周辺のコ

ミュニティとの協約による規制を受けるのである。企業

は近辺の複数のコミュニティの住民によって設立・経常

されているので，企業の操業を縮小することになれば，

経営上のマイナスは地域住民のマイナスにもなるはずで

ある。

たとえば，ある養豚場から発せられる悪臭にたいし，

コミュニティの住民が不満をもっ左き，その養豚場左交

渉して，飼養される豚の数の削減もしくは養豚場閉鎖の

協約を結ぶことができるけれども，その代償としてその

地域における経済活動の低下（削減された豚の頭数に等

しいだけの〕によるマイ十スは，覚悟しなければならな

ャ。このことは，どのような種類の産業にも適用される

一一生産財生産であれ，消費財生産であれ同じように。

このような解決方法は，地域の生活に密着した地場産

業には甘く，石油化学などのコンピナートにはきびしく

なりがちである。就業機会も含めて，前者が地域住民の

利害と多くの接点をもっているのにたいして，後者はコ

ミュニティの生活を圧迫する側面のみが強いからであ

る。地域住民にとって，数百万キロワットの出力をもっ

ラ7



研究ノート

発電所は無用の長物に近いが，他方発電設備を全く欠く

状態も困るのである。いきおい，中間的な規模での妥協

がはかられることになる。規模の経済といわれていたも

のが，しだいにその優位性を失う過程が始まるのである。

次節でも取り I：げるが，巨大な装置という形態で，過去

の蓄積格差を拡大した大企業が，生活と不可分の関係に

ある小企業を従風させ，駆逐するi品開があまりにも一方

的に進行しすぎた反動でもある。

規模の経済による巨大な蓄積格差は，函1--1均な都市化

をもたらし，地場産業を衰退させたばかりでなく（注6),

国際競争力の強化という名のもとに，諸外国における産

業構造まで変容させていったのである。非市場的な協約

による地域住民の企業活動規制が，最初に手がけるのは，

規模の縮小を通じて公害を少なくする可能性を追求する

ことになるであろう。技術進歩もこれまでのようにラ巨

大装置の開発による生産の向上ではなく，生産の水準低

下をなるべく少なくして規模を小さくする方向，そして

生産を生活から分離するのではなく，逆に生産を生活に

融合させる方向がめざされることであろう。

このような非市場的協約関係によって，環境汚染その

ものは消滅しなャが，社会問題としての公害はなくなる

のである。養豚場の悪臭は無臭化技術が完成するまでな

くなることはない。しかし，コミュニティの生活の必要

から，地域住民との協約に従って養豚場が経営されてい

る限り，それは生活の外部から生活を破嬢する公害では

なく，甘受しなければならない人間活動の【，部となるの

である。協約によって合意された範囲内の汚染と，生活

に対立し生活を攻撃する汚染とは，明確に区別されなけ

ればならない。むろん，前者もまた汚染であることに変

わりはないし，汚染をできるだけ少なくする努力は続け

られなりればならないが，それにもかかわらず，当事者「

の生活の必要から対等な交渉の場で了解された後の汚染

は，もしも対象的自然に眼があるとするならば，人間に

よるいっさいの対象化活動が汚染であると見えるのとい1

じ意味において，汚染であるにすぎない。

：号事者間の対等な交沙によって合意され，協約にもと

づく企業活動が行なわれるときの汚染が，豚の悪臭のよ

うなものであるとは限らない。人間の健康をむしばみ，

時には生命を奪うような種類の汚染もありうる。当事者

の不注意から規制もれとなった汚染もあれば，汚染の危

険が十分予測されるにもかかわらず，あえて操業を続け

る協約を結ぶ場合もあるにちがいない。ちょうど個体と

しての人間にとって死（事故死であれ自然死であれ〉が
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克服されるべきものであ札全人類の英知を傾けて死と

たたかっているが，ついに克服できないように，そのよ

うな汚染もまた永遠に克服の対象でありつづけるであ

ろう。その意味で人間的存在は，一つのむなしい受苦で

あるといってよいが，しかし公害の対象であることは許

されないのである。

以上のように，社会問題としての公害は市場経済に内

部化することが困難であっても，地域住民と企業，また

は企業と企業との間の対等な非市場的協約関係に内部化

することは可能になるのである。非市場的協約による公

害の内部化は，公害の発生源が本来的な生産活動である

場合，加害者と被害者とが容易に特定できるので，交渉

の場を設定しやすし、。宇沢氏が取り上げた自動車公害の

ように，交通・運輸システムあるいは，いわゆる第三次

産業部門に発生する公害問題は，不特定多数の加害者

（たとえば新幹線の利用者〉と，不特定多数の被害者（た

とえば新幹線の沿線住民〉との聞に直接交渉の場が設定

しがたい，したがって第三者機関の判定による社会的費

用の内部化をはかるよりほかないかに考えられがちであ

る。しかし，この場合も同じ原則が適用されねばならな

U、。

特定地減の環境利用の主体であるコミュニティが，そ

の地域の交通・運輸システムを管理するのである。複数

のコミュニティが連合して，共同管理を行なうこともあ

りうるが，その権限はあくまで個々のコミュニティにあ

る。そのコミュニティにとって必要であり，かつ望まし

い形態での交通手段が採用され，そのコミュニティの生

活に大きな害を与えないように規制されるのである。こ

のような許容限度は，地域によってそれほど大きな差が

あるとは思われないので，最もきびしい規制を行なう地

域を基準にして一定のルールが形成されるはずである。

不当にきびしい規制をしても，当のコミュニティの成員

がその交通手段を利用するときに，非常な不便を感じる

はずであり，共通の妥当な基準に復帰することであろう。

この点は， ヨーロツノミの小国や連邦国家の実例が，よい

参考資料を提供してくれると恩われる。

一般に，交通・運輸・通信などのシステムが行政制度

と同様に中央集権的なヒエラノレキー構造をもつのは，そ

れなりに根拠があって，生産に必要な蓄積の格差が存在

する限りは，容易になくならないものである。しかし，

それが必ずしも最も効率的なシステムであるとはいえな

いのである。首都を中心に放射線状に財や情報が流れる

システム（村落の方からみれば，村落→地方都市→県庁



所在地→首都→県庁所在地→地方都市→村落という迂回

路をとることになる〉か，それとも各地域社会を網の目

のように結ぶシステム（各部分が同時に中心でもあるよ

うな水平的結合）か，どちらがより効率的かという問題

は，各地域聞の過去の対象化された死んだ労働の蓄積の

あり方によって決まるのである。蓄積格差が縮小（後述）

すればするほど，各コミュニティが自党した非市場的協

約にもとづくシステムの方が，ヒエラルキー的なシステ

ムよりも効率的になるといえるのである。そうなれば，

情報処理の技術も各部分が中心になる方向への発達を促

されることであろう。

同じことは，発展途上国の工業化における公害問題に

ついてもいえる。先進工業国では公害規制がきびしくな

ったので，公害産業は発展途上国へ移すべきであるとい

う主張は，先進国側のエゴイズムの表自であるが，発展

途上国の環境汚染をこれ以上悪化させてはならないか

ら，工業化すべきでなく農業国としてとどめるべきであ

る，という主張もまた同じように先進工業国のエゴイズ

ムである。 「ゴミ公害に苦しむほどゴミが出せるような

経済状態になりたし、J，という声はアジア・アフリカの新

興国指導者の聞でしばしば聞かれるのである。はたして

この声が民衆の声であるかどうか，工業化が進められる

地域で確認する必要がある。工業化による便益と汚染と

の選択基準は，発展途上国の場合でも当事者である地域

住民の主体的な判断によって決められるべきである。い

かに賢明な第三者の判断といえども，その判断の結果を

みずからこうむらなかという点において，地域住民の判

断以上の正当性を主張することができないのである。

このように，発展途上国の工業化においても非市場的

協約にもとづくことによって，公害問題を内部化するこ

とができるのである。しかしながら，先進工業国におけ

る公害の加害者と被害者との問に，対等な場での交渉が

行なわれず，加害者たる大企業が常に優位に立ってかる

ように，発展途上国の工業化が進められる場合も，資本

や技術を輸出する先進工業国が圧倒的に優位に立ってい

る。したがって，非市場的協約による公害問題の内部化

が， 一定の現実性をもつためには，生産の側の生活に対

する優位性が解体されて，両者が対等な立場で交渉でき

るような関係に導くような展望が，ひ九けなければなら

ないのである。

（注 1〕 前節（注2）の文献および青木目諺『組織と

計画の経済理論』 計波書店 1971年を参照。

（注2) 字 ii｛~文「自動車の社会的費用J （『中央公

研究ノート

論』 1974年1月号） 66ベージ。

(it 3) 向上高 73ー 78ベージ。

（注4) ミシャン前掲書第7章。

(iヒ5）宇沢弘文前掲書 75ベ－ yo

(i主6) 山崎，c『変わる地場産業一一一“日本らしさ”

は』tき残れるか』 日本経済新聞社 1974午 IJ¥ VI f;i: 

参照。

V D Dオイルの非市場性

国際石油資本（メジャー〉の市場支配から脱却する目

的で， OP EC （右油輸出国機構〉諸国が精力的に追求

してu、る打開策の一つに，原油の産出国と消費固とが直

接的に交渉し，双方に安定的な需給体制をつくりだそう

という，いわゆるDDオイル（直接取引原油〉方式があ

る。この方式は，従来の原油市場の外部に，産声をあげ

たばかりであり，今後の展開については予断を許さない

が，国際的な経済関係における非市場的協約の端緒形態

であるといえよう（注 I）。

E C諸国や日本に対しては，このDDオイルを公示価

格（ Iバレル当り 11.54ドノレ）以上で販売する産油国が，

発展途上国には異なった対応をしている。たとえばイン

ドは， 1974年2月21日にイランとの聞で 200万トンの石

油を， 1バレル当り 3.5わレという安値で契約している

（注2）。 OAPEC（アラブ石油輸出国機構〕の場合，石油

資源をもたない他のアラブ諸国や回教国にたいして，異

なった条件で供給しているとみられている。このような

情勢に対応するため， EC9カ国は同年3月4日の外相

会議で，アラブ産油国に向かつて経済，技術，文化の広

ヒ分野にまたがる 6項目の長期協力計画を呼びかけ，産

油国との直接取引をきちいぬいている米国の強い反発を

まねいている（注3）。アラプ産油国が， DDオイルを米国

やオラングに売ろうとしていないことは，周知のとおり

である。 DDオイルに関するかぎり，買い手がだれであ

るかによって，その取引の条件が変わってくるのであ

る。

もちろん， DDオイルといえども，従来の原油市場や

経済変動Jによる需給の変化から完全に自立しているわけ

ではなし、。それどころか， DDオイルの立脚点は，石油

資源の自然的な偶有性や稀少性と国際的な政治勢力の均

衡とし、う非常にあやふいものである。探鉱，採油，送油，

精製に必要な装置と技術とを握っているメジャーとの対

抗関係、は，いつなんどきくつがえされるかもしれない不

安定なものである。その上， DDオイルもまたあいたい
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の取引としてみるならば．それは市場経済のー形態であ

るということも可能であり，当然外部に舟在する従来の

11油市場の強い影響力にさらされているのである。しか

しながら，さきに紹介したように市場のもつ非人称性や

l売名性は， DDオイルの場合失われ，さらにその動きは

ホモ・ヱコノミクての合理性からもはみ出しているので

ある。言し、かえると， m場的な経済合理性からはみ出し

た．ちょうどその分だけ原油の体現すべき商品位がけず

りとムれ，けずりとられた側而はそのま全むきだしの使

用価値として支換されてゆくのである。

他方，産油同の工業化iこ必要な資材や設備の安定的な

供給とひきかえに，先進工業国にDDオイルを輸出する長

期的な協約を締結する場合．この協約は双方の経済活動J

の計画化を促進する性格をもっているといえよう。農業

部門についても，日本の全国農業協同組合連合会はサウ

ジアヲピア政府の農業開発計画に協力すると L、う条件の

もとに，同国から農業用干干油を直接購入する交渉を進め，

同固との問で基本的な介意に遣している。しかし，この

ことをもって，ヰr,r打J;,J的協約関係を既存の計商経済の，

部とみなすことはできなU、。 1917::rのロシア草命以降，

社会的実在となった集権的計間経済のみに限定せず，川

11可経済の概念を思u、きり拡張して，インドの5カ年iifiilii

やn木の所得倍士官訂阿をはじめ，多国籍企業の本社機能

O)q.1械をな寸投資や生産の計画，自動車や造時｛｝などのメ

ーカーが系列の部町1会ti：などに指示する生産計画にいた

るまでの各種各様の計聞と比較しでも，非rtf場的協がJに

よる計聞は根本的に畏質である。 l泊予fの ~H-1両経済は，強

弱さ主ざまのバリエーションをもちながらも，能動的に

統的意志決定を行なう，H・国主体が単一であるのにたい

して，後者による計四Iは，互いに自立した被数のi汁両主

体問の協定によって，はじめて実行可能となるものであ

る。そして，かりにこの計画主体問の関係が完全に独立

した対等なものでなくなり，特定の計画主体のもとに従

属し，ヒヱラノレキー的な構造に編入されるようになれば，

非市場的協約は独自な分業の編成様式であることをやめ

て，本来的な計商経済の｝‘部分へと額落してしまうので

あるUUi0

DDオイルとは別個に，従来からの原油市場が存在し

つづける以上，庶接取引による協約は，経済的な利害だ

けに限司ていえば，どのような価格を設定しようと，市

場価格左の対比で売り手か買い手のどちらかが損をする

ことは，避けられないように考えられがちである。しか

しそれは消費者主権のもとでの市場，すなわち完全競
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争市場を前提にした上での話である。もし，原油市場が

独占利潤を保障するよう国際カルテルによって管理され

ているのであれば， J怒り手も買い手もともに損をしない

可能性が十分に存在するのである。

わりオイルによる非市場的協約の可能性をきりひらく

試みは，他の資源の取引にも何ほどかの波及効果を生み

つつある。たとえば，チリ，ベルー，ザンビア，ザイー

ルの4カ国で構成する CIPEC（銅輸出国政府間協議会）

の新しい動き，キューパ，フラジルなどによる国際砂糖

協定の延長拒否（1973年末），アルジエリアなど北アフリ

カ諸問によるリン鉱石の価格引上げ，フィリピンが中心

とする木材輸出国同盟の提唱などがある。これらの動向

には個別の事情があり，必ずしも非市場的協約への方向

性をもっているとは断言できなか。先行者としてのDD 

オイルが成功するかどうかが，大いに注目されているゆ

えんである。

従来の原油市場からはかなり逸脱したとはいえ，非市

場的協約の萌芽形態としては呪狐の声をあげたばかりで

あるDDオイルは，あやうい均衡の上に立脚しているの

であって，今後の主要な交換様式になりうるという確た

る展望をもっていない。このことは，日本の現代社会に

則していえば，嬬恋村と東京都とが行なっているキャベ

ツの直接取引で代表される各種の産地直結協約や，水俣

病患者とチッソとの直接交渉に代表されるような，公害

問題への取り組みなどについても同じである。当事者の

外部にある社会的な諸力の作用が大きく，直接交渉の制

約条件をなしているからである。これらの非市場的協約

が，繭芽形態の常である試行錯誤の域を抜け出し，市場

メカニズムや集権的計画経済に対抗して一定の存在領域

を確保することができるかどうか，だれも確言できない

であろう。近代社会の内部に住む私たちが，近代そのも

のの終末を測定する客観的なものさしを持つことができ

ないように，近代の経済発展を支えてきた市場メカニズ

ムと集権的計画とがともに，近代の煮つまりという歴史

の震みに耐えきれなくなっていることを，正確に測定す

る手段が存在しないからである。後者を近代の経済発展

の担い手として語ることは，奇異にひびくかもしれない

が， 1917年以降の集権的計画が引き受けてきたのは，国

民経済の建設というすぐれて近代的な課題であったこと

は，者定しようのない史実である。

これにたいして， DDオイル，産地直結の消費者運動，

公害企業と被害者との直接交渉など例示的に取り出した

非市場的協約の粛芽形態の生誕の地は，近代（近代的経
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近fl:;の閑に沈んでしまうのか，それとも新しし、社会関係

の恨拠地を提供することになるのかという分岐点は，近

代そのものの命運に分かちがたく結びつνてし、るのであ

る。 t,;Jじことを，もっと具体的な経済関係の場に則して

I諮ると，非I行場がJ協約の展望は，近代的な蓄積格差の現

象形態である，いわゆる南北同越の基礎にある先進工業

i剖と発l民途上凶との大きなギャッフ3を解消しうるか，と

」、う Jはにかかっているのである。国内的には， II本経済

の二議構造，農村の過疎と都市の過密，巨大な生産組織

となった企業と消費者である地域住民の生活とのM立な

ど， II本近代のっくりだした問題の解決につながるかど

うかである。各地域における各時代の経済活動の蓄積

（対象化された労働としての蓄積）が，それぞれ独自の所

作関係を形成し，その社会を｝定のヒエラルキー的な秩

序のもとに統C,しているのであり，近代には近代に固有

のヒ：Lラルキー構造が成立しているのである。そのため

対等な経済j：体聞の直接的な交渉にもとづく非市場的な

協約関係、の展開は，ヲ1然ながら近代的なヒエラルキー矯

造と衝突せざるをえなャ。そのヒエラマルキー構造の源泉

であるこれらの蓄積格差を縮小しようというのであれば

（引に競争関係による一時的な平準化の達成ではなく〕，

非市場的協がjは直接的な近代に対する抵抗であり，かつ

近代そのものの否定の契機とならなければならなu、ので

ある。蓄積格差縮小の可能性を考察することは，生産諸

プJの現実的な水準を実現した対象化された労働がどのよ

うな経路で蓄積されたかを解明し，そのような蓄積のあ

り方を解体する方法を考えることにはかならなb、。

（注 l) 3p市場的協約について論ずる場合，民放や

同家の問題を避けて通るわけにはゆかないが， 10t論

や｜噌家論は非Tti場的協がJが支配的な交換様式となる過

組』これし、て，肢も顕·~な課題としてたちありわれとく

うものこあるため，非I行場B'」l1ib約の原理的な可能性0)

•. ，ノ山！HI：出を理論的に考模している段階，））本稿ではめ

匁l.' 二i!,・, の諸問題についてはJP・市場的協約が新 L

1、失敗様式として成立しうること士検討したのちに，

1Jljj聞に取りNうことにしたし、。

（｛土2) 『刺ll新聞』 1974iド2月24IJ 0 ただし，契

約内作の,;f，利！は不明である。

( n: 3) Neu’s Week (Feb. 1974）によれば，ニク

ソン大統倍iはヨーロヅパにおける米軍の削減をほのめ

かすようとことまで Lて， EC側の動きを米諸ljしてい

る三うである。
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（出 4) 村上・（！民行・公文『経済体制』 CY：波；＿.ijJiJ・

197:PI・〉は， きいめて（！H抗的な研’'1l'.であるが，本航ノ｝

対象であるJIミ市場｜灼協約のi1f能性は取り Eげられてい

午 L 、。しかし，（！」fMI~ な論？主であるがゆえ lらそこ、

整即ーされている (IS権的組織およびdi！易システムに合ま

れない粍済主体のがt｛，隊式J）所抽：合， リダンダン λ と

してさぐることがで 7 るように !c~.1 刈 l る。

刊蓄積格差の縮小

すでに他の機会に詳しく論じておいたように似 I），過

去の対象化された労働は， 「労働力能の高度化j，「大地

の延長」および「手の延長Jという形で蓄積される。労

働主体である人間の身体組織の改良（経験や技能〉や，

労働主体を集団的な労働組織へ統合することを通じて現

実の生産力に寄与する， 「労働力能の高暖化」とし、う蓄

積形態が進慢すると，労働対象である土地に合体した過

去の労働が，大地そのものに埋没してあたかも大地の自

然ゾJそのものが量豊かになったかのごとく実現する「大地

の延長Jとしての蓄積形態とは，相互に排除しあう条件

をつくる（注2）。同様に労働主体と労働対象どの問を媒介

する労働手段を通じての蓄積形態である「手の延長Jも

また，棒切れや石器からオートメーシヨン装置に至るま

で，通俗的な技術史によって記述されている経路をたど

るのであるが， 「労働力能の高層化」や「大地の延長」

という蓄積形態の進展と，相互に排除Lfrうことが多い

のである。このことは，社会の支配的な秩序のあり方が

根底的に変革されるのは，一定段階での生産力の発肢を

達成した，中核的な地域よりは，周辺地域においてであ

るという所説に，一定の根拠を提出するものでもあると

いえよう。

ところで，どのような社会にあっても，特定の蓄積形

態が，専一的に発達して，他の形態は全く存在しないと

いうことはありえない。それぞれが，どの分野における

生産j舌動の場合でも，労働過程の不可欠な要素をなして

ヤるからである。しかし，ある社会では特定の蓄積形態

が著しく進展していて，他の形態はその社会の成立前と

あまり変わっていないということがある。いま， f .cf:.の

延長』や「大地の延長」にはあまり蓄積が進まないよう

な生産諸条件のもとにある社会を想定すると， 「労働力

能の高度化」に蓄積が著しく特化していることによって，

その社会におけるヒエラルキー的な秩序は，固有の制度

をとることが考えられる。そこでは，高度化した労働力
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能のf!!.v、手である，生きた労働（すなわち労働主体）を

どのように統合するかが焦点となる。身体外部に存在す

る物的な生産用具や土地を媒介にして，支配することが

あまり意味をなさないので，置接的な人格支配に向かわ

ざるをえないのである。したがって，対象的自然の圧倒

的なブJC自然プJ）に仮託した観念を絶対化することによ

って，現実的な存在を逆に相対化し，現世支配を行なう

よりほかない。このような観念の絶対性による人格支配

を可能にするような宗教は，一定の支配秩序を普遍化し

うるものである。たとえば，商品生産が浸透する前のイ

ンド村落において，ヒンドゥ教の宗教意識がっくりだし

た浄・不浄の綴念を絶対化することによりて，ブラフマ

ンまたはその地域の支配カーストのために，残余の諸カ

ーストの村民が奉仕する，というヒエラルキー構造が維

持されていたのである。

これにたいして「大地の延長」という蓄積形態への特

化が進展している社会では，地縁的な結合が優越する社

会秩序が形成されがちである（注3）。そこでは，幾重にも

過去の人間労働が刻み込まれている耕地や，その耕地に

必要な農業用水を安定的に供給するための水利施設をめ

ぐる社会関係が，共同体の基軸になっているといえる。

遊牧社会（注4）や焼畑農耕社会では，観念の絶先付生として

の宗教が，最も強い統合力を保持していると思われるが，

大地の改良が進んだ社会では，宗教のもつ統合力は，地

織的な共向性によって相対化されるのである。日本の仏

教という特定の宗教を取り上げても，何ほどか観念の絶

対性としての宗教であづたにちがU、ない，市代国家のも

とでの仏教と，現世的な分業体系の 部となった近世村

落のもとでの仏教とでは，その位置が全く異なっている

のである。「大地の延長」としての蓄積が，あまり進燥し

ていなし、地域における村落社会を，日本的な部落のもつ

地縁的な統合（にもとづく社会秩序）と比較すると， 「lレ

ースリィ・ストラクチヤード・ソサイエティ」 （チャオ

プラヤ一川の下流地域〉であるとか， 「開放型共同体」

（東アフリカ〉というような表現を与えることになるの

である。

「手の延長」と Lての蓄積は，「道具合作る動物Jであ

る人類の生誕以来の長い暦史を有するが，それが生産技

術として自立し，他の蓄積形態を圧迫するばかりか，急

速に駆逐する力をもつのは産業革命以降の近代社会にお

いてである。直接生産活動にたずさわる人間を，生産手

段から分離することを出発点とした資本蓄積に合体し，

他の生産様式を制圧し，解体するとともに，資本聞の競
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争の結果，その都度増幅されてゆく蓄積格差は，巨大な

生産設備をもっ企業を，無防備の生活者に対立させてい

る。他の蓄積形態を圧縮し， 「手の延長」という方向に

のみ特化する過程は，近代市民社会でも一様に進行する

わけではない。日本近代について例示すると， 「大地の

延長」としての蓄積が積み重ねられてきた農業部門より

も，むしろ漁船や漁具など「手の延長」としての蓄積が

進んでいた漁業部門の方が，資本の自立を促す契機をも

っていたといえる。今日では，周知のとおり，独占的に

超過利潤を実現するほどまでに巨大化した漁業資本の蓄

積がみられるのに対して，農業部門では小農的生産様式

に対抗しうるような農業資本の自立する条件がなかなか

生まれず，挫折をくり返してきたのである。農地改輩

後，莫大な国家資本による土地改良事業による土地条件

の平準化（差額地代の圧縮），水稲栽培に適応した各種の

農業機械の開発と普及，農薬や化学肥料の多投などによ

って，身体内に蓄積された堆肥の作り方に代表される慣

行農法上の労働力能は無用化され，用排水管理に代表さ

れる地縁的な結合の必要性は減少し．本来的な資本とし

ての農業資本が自立する条件が整いはじめている。しか

し，農業における資本主義的な生産様式の成立を可能に

するほど「手の延長Jが肥大化した，日本近代の成熟

は，同時に人間生活から完全に分離してしまった巨大な

生産資本（生産の目的手生活の目的〉にたいする，生活

者の激しい反抗をよび起こしつつある。

生産活動の入口における資源（エネルギーを含む）の

枯渇と，生産活動の出口における産業廃棄物（廃熱を含

む〕による汚染とは，近代的な生産技術の所産として，

近代そのもののたそがれをももたらしてし、るのである。

近代的な生産活動の入口と出口とにおける，生活の圧迫

にたいする直接的な反発は，各地の住民運動や消費者a運

動としてあらわれている。近代を継承する新しし、経済シ

ステムは再び「労働力能の高度化」や「大地の延長Jと

しての蓄積の復権を求めずにはおかないであろう。そし

て，近代を継承するものとして，近代以前にみられたよ

うな，観念の絶対性としての宗教によるヒエラノレキー構

造や， l也縁的な統合による社会秩序の再現を許さなし、で

あろう。特定の蓄積形態に依存したヒエラルキー的秩序

を再生させないほどには，近代が実現した「手の延長」

としての蓄積形態の自立が，対抗力をもちつづけるであ

ろうと考えられるからである。生産手段が生活者から分

離して資本として自立させられることによって生みださ

れた， -'.El舌と生産との対立が解消し，生産が生活に融合



する過程が始まることは，決して「手の延長」を不要に

することではないのである。

このように対象化された労働の蓄積形態と，その蓄積

俗差に依拠するヒエラルキー的な秩序の形成と L、う文脈

のなかで、手hli場的協約はどのような展望をもてるだろ

うか。自治にもとづく地域社会を再建することによって，

「労働力能の一高度化」と「大地の延長」とをとりもどす場

を創JIiiすることができ，市場システムや集権的計｜商経済

に対抗する生活者の拠点、となりうる。そして，地域社会

が生産単位と直接的な交渉による協約を結ぶことによっ

て，生活活動に」定の方向性を与えることができる。生

産活動が集積してし、る地械では，当然，それにたいして

抑制的な協約（工場追い出し〉を結ぼうとするはずであ

り，他方，後進地域といわれているところでは生産を奨

励するような協約（工場誘致）が結ぼれるであろう。非

市~i't'-J協約は，このように地域的な格差の縮小を促すと

ともに，向治的な地域社会の閉鎖性を解放し，外部世界

につなぐ役割をも演じるのである。自治の単位である地

j戎社会と生産の単位である企業とが非市場的協約関係を

もっ経済社会（もちろん，地域社会と地域社会，企業と

企業もそれぞれ非市場的協がJを締結する）は，近代が生

みIi＼した基本的な審積格差の現象形態である，都市と農

村，精神労働と肉（ド労働，労働者と農民の差別を解消す

る契機を内包してし、るとし、えよう。産油国と消費国との

問のl)l】オイルは， i通境を越えた非市場的協約の端緒形

態であり，南北問題という形での蓄積格差を解消する…

つの試みである。その試みが従来の原油市J湯を全両i11（；に

解体するまで発展する可能性は，化石エネルギーとして

の原油が地中に生成する年月に比べると，驚くべき短期

間に使いつくしてしまうおうとする消費闘における生産

活動のあり方にかかってし、る。消費国内部で独占的な地

位を確立した巨大企業による蓄積格差の維持が，非市場

1'1i11似のを求める運動によってくずされ，生活による生産

のコントロールが前進すれば，それだけ国境を越えた非

1 li.l:l｝的協約の1f効性は大きくなるのである。したがって

尚化問題とし・う国際的な蓄積格差の縮小は．凶家m1の問

題として別個に取り組まれるべき課題ではなく，｜剖境の

内部における蓄積格差をなくす課題の一環として，｜ロl時
的に追求されなければならなし、のである。

(IU) i節（注 1）に掲げた悩稿を参照されたい。

（注2) 大地lt本来的に労働対象であるが，対象化

三れたJi仰lが継続的に投下されることに上って，労働

F段としての側面が姐くあらわれることがある。とり

研究ノート

1 Jけ近代の大規模な土地改良投資がわなわれるように

なると，土地は景観上も人工物とし之の係十日をもりよ

うになり，各援の自動機械を駅使ずる装股農業は，コ

ンビナートの工業団地に近づく ωである。土地｛，体資

本は，しだいに土地資本として1.m定資本のー泌を俄i北

するようになリ，資本ノ））重量/JW則のもとに包摂されて

ゆき，資本の外部に指定されて資本の対立物となる I:

地所｛』の規定を受けることが少なくなるのである。こ

J》ように土地は，対象的自然としての大地から農業iff

本のー‘縮分を構成するにいたるまで蓄積が進展するこ

とによって，労働対象と労働手段との悶を揺れ動くの

である。しかし，資本が土地所有を無化してしまうこ

とがありえないように，土地が労働対象でなくなって

しまうこともありえないのである。

（注 3) .lfーしくは政手・玉城『以土一一一大j也と人川

} ）歴史』 平凡社 1974年 第6主主を参照。

(iH) i佐牧社たにJjける家治は，もつはら労働対

象として0・4正するωてあり，農耕社会における家議が

桃h：、に必’'Jl!な手段としての役刻をも栄たしているのと

I! mなる。

vn おわ り に

、ーディン氏の『コモンズの悲劇」論に触発されて，

非市場協約という新L"、概念にいくらかでも現実性を与

えたい，というのがこの小論の目的であった。非市場的

協約という概念は，岩田氏のきわめて抽象的な， 『水平

的にかつ非市場的に結びっくことのできる社会的分業の

第3形式，つまり各部分が同時に全体であり，中心であ

り得るような社会的分業の編成」 （ここで第3形式とい

っているのは，市場経済と集権的計画経済とから区別さ

れた形式との意〉という規定を手がかりにした（注1）。こ

の抽象的な規定に肉づけしようという試みは，まだ部分

t'1!Jかっ不十分なものであり‘全体をここに要約すること

はやめて，かわりに社酉i経済および市場経済と非市場的

協約との関連につU、て，若干触れておくことにする。

もし．経済活動のA画化ということを，唯一の計凶i::l:

｛本が生産・流通・分自己にかかわるすべての経済活動を統

括するという意味に限定しないで，個々の活動単位が自

立的な計画をたて，それの実現をめざすという形態をも

含めるならば，市場経済のもとでも企業は固有の活動計

画をもってU、る。非市場的協約のもとでの計爾経済は，

市場経済のもとでの計画に近いが，より安定的かっ長期
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がJな”fl削をjこζることが可能となるにちが」、ない。

つぎにI行場経済であるが，もし市場経済を完全競争市

j坊に限定するならば，現代社会における市場経済は非常

に狭い分野にとじ込められてしまうことになる。先進工

業閣といわれるところでは，ほとんどの基幹的な産業が，

特定のしべつかの企業によって支配されているかむであ

る。非"rti'場的協約が登場するのも，完全競争市場に対抗

してその外部にというよりは， It!際石油資本によって支

配されている，石油市場への反発からDDオイルが生ま

れたように，完全競争市場が成立してし、ない分野の場合

が多L、。したがって，非市場的協約は，完全競争市場か

らの逸脱を抑制する独占禁止法的な効果を発揮してし、る

と見ることもできる。しかし，それはあくまでも非市均

的協約の副産物にすぎない。

それでは，非市場的協約は定全競争市場による経済と

どの上うな関係にあるのか。効率という経済合理性を尺

！支にすれば，前者は完全競争市場よりもムダが多いとい

うことになろう。だが，経済合理性だけが人間生活を律

する唯 J の基準ではなL、。近代とは，経済合理性によっ

て導かれた時代であると言いかえてもよいくらい，経済

合理主義が優位に立っているが，しかし人間生活の全領

域を経済合理性でおおいつくすことは不可能である。近

代の聞は，このような合理精神の影であり，新しい社会

関係の源泉でもある。近代の私企業が市場経済のもとで

は，産業廃棄物の処理を完全に行ないきれず，第三者で

ある市民に公害を及ぼすように，都市の私人の閉すゴミ

もまた市場経済によっては処理しきれず，コミュニティ

がなければ，それにかわる権力に委任するよりほかない

のである。

近代の生産技術が．その経済合理性にもとづヤて生活

を追ヤつめ，生き苦しくさせるにつれて，経済合理性に

たいする反発がますます強くなる。完全競争市場か非市

場的協約かという問題は，経済合理性か人間生活の論理

かとし、う問題である。経済合理性の支配する領域が小さ

くなればなるだけ，市場経済の役割も小さくなるのであ

る。そして，経済活動はホモ・エコノミクスの手から離

れ，地域社会や各生産単位ーのオ fコノモス（家政〉の 4

1精分に転化してゆくことであろう。

このように，経済活動と経済活動との関係が，人間と

人間との直接的な関係へ転化する可能性をはらんでいる

非市場的協約は，さまざまの次元においてさまざまの角

度から研究されるべきであり，この課題への接近の重要

性をあらためで強調して，この試論を閉じることにする。
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なお，協約というよd島IJ:，多く ，／）説者が感じられる

よ3に，労使聞の対等な凶体交渉によって労働条件語、

決められる，というたてまえになっているう'i働協約三

念馴に/i'il,、て！日L、た。労刊のうと沙による労働協約を本

米的な労働力 1:fi,\i',rlil揚からはみだした， km場的協~！）

Lりカテゴリーに；了めうるかどうかについては，あら止

めて検討したい。

（調企研究部）


